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令和２年度第１回臨時庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和２年４月２７日 

                    担当部・課：健康部保険年金課〔内線２３３２〕 

① 件  名 

 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する国民健康保険傷病手当金の支給等について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、国の新型コロナウイルス感染症対策本部は、

新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第２弾として、国民健康保険及び後期高齢者医療

保険（以下「国民健康保険等」という。）において傷病手当金の支給を行った保険者に対し、全額

財政支援を行うことを決定した。 

 

【目的】 

  国民健康保険等に加入する被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ

る症状を有する者が休みやすい環境を整え、感染拡大の防止を図るもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

石巻市国民健康保険条例（平成１７年条例第１６４号） 

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年条例第２８号） 

石巻市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第６号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和２年３月１０日 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイル

ス感染症に関する緊急対応策第２弾」が決定 

        同日 厚生労働省保険局国民健康保険課、高齢者医療課事務連絡において、新型

コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等につ

いて検討依頼 

       ２４日 厚生労働省保険局国民健康保険課、高齢者医療課事務連絡において、都道

府県を介し、各市町村への意向確認 

     ４月２４日 傷病手当金創設に伴う宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関

する条例の一部改正通知（宮広給第５９号） 

⑤ 主な内容 

１ 対 象 者 被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者又は発熱等の症状があり感

染が疑われる者 

 

２ 支給要件 労務に服することが出来なくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服

することが出来ない期間 

 

３ 支 給 額 直近の継続した３月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×２／３×日数 

 

４ 適  用 令和２年１月１日から同年９月３０日の間で療養のため労務に服することが出来な

い期間（ただし、入院が継続する場合等は最長１年６月まで） 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

国民健康保険等に加入する被用者が休みやすい環境が整備され、感染拡大の防止が図られる。 

 

【市財政への負担】 

 国民健康保険傷病手当金支給見込額 

一日当たり支給額※ 

Ａ 

支給対象者数 

Ｂ 

一人当たり支給日数 

Ｃ 

予算措置見込額 

Ａ×Ｂ×Ｃ 

７，９００円 ６８人 １４日 ７，５２１千円 

※一日当たり支給額：平均給与収入日額（「国税庁民間給与実態統計調査」の事業所規模別調査、

被用者１～４人を参考とし、年間稼働日数を２６０日として算出）の２／３ 

 （財源） 

国民健康保険傷病手当金の支給に係る財政支援予定：特別調整交付金１０／１０ 

 

※後期高齢者医療については、傷病手当金の支給に係る申請受付事務を行う。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 他市町村においても、同様の改正を行う予定。 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

石巻市国民健康保険条例の一部改正及び補正予算案並びに石巻市後期高齢者医療に関する条例の

一部改正について、次回開催される市議会に提案 

（両条例は公布の日から施行、令和２年１月１日遡及適用） 

あわせて、石巻市国民健康保険条例施行規則の一部改正を行う。 

⑨ その他 

 

 


